
　市内5カ所の保育園に子育て支援センターがありま

す。子育て支援センターは、地域全体で子育てを支援す

る基盤づくりのため、次のような活動を行っています。

【育児不安等についての相談指導】

　お子さんの発達や子育てに関する不安や悩みに関し

て相談を受け付けています。一人で悩まず、小さなこと

でもお気軽にご相談ください。

【電話や来園は月～金曜日の9：00～17：00。手紙・FAX

等はいつでも】

【子育てサークル等への支援】

　子育てサークルやボランティアの皆さんに活動の場

を提供したり、活動の支援をしたりします。興味のある

方はぜひご連絡ください。

【集いの広場の開設】

　子育て中の親子同士が気軽に交流できる場として広

場を開いています。保育園に入園していないお子さん

と、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんな

どどなたでも参加できます。
　準備の都合上、参加される方は前日まで各保育園へご

連絡ください。

※持ち物等は各保育園にご確認ください。

日 健診名 対象者 場所
2日（金）3歳児 H20 年 5 月生

健康管理センター

（角館）

9日（金）1歳6カ月児 H22 年 5 月生
13日（火）2歳児歯科 H21 年 5 月生
16 日（金）4カ月児 H23 年 8 月生
16 日（金）10カ月児 H23 年 2 月生

日 時間 相談名 対象者 場所

6日
（火）

午前 7カ月児 H23 年 5 月生 健康管理センター

（角館）午後 12カ月児 H22 年 12 月生

日 受付時間 場所
5日（月）

13：00 ～ 13：30 健康管理センター（角館）
12 日（月）
19 日（月）
27日（火）

日 種類 場所
7日（水）ポリオ 健康管理センター（角館）

14日（水）三種混合・BCG 西木保健センター
20日（火）三種混合・BCG 田沢湖健康増進センター
21日（水）三種混合・BCG 健康管理センター（角館）

乳幼児健診

乳児相談

母子手帳交付

予防接種

12月の健康カレンダー

【問合せ】仙北市保健課　　 55-1112

だしっこルーム（生保内保育園内）

43-1025　FAX 43-3256

　7 日（水）／子どもと一緒にクリスマスリースを

　　　　　　　作ろう

14 日（水）／親子でリズム体操を楽しもう

21 日（水）／クリスマス楽しみ会（お誕生会）

時間／ 9：30 ～ 11：30

子育て支援センター情報

わかばルーム（神代保育園内）

44-2502　FAX 44-2931

13 日（火）／クリスマスの飾りを作ろう

20 日（火）／クリスマスケーキを作ろう

27 日（火）／音楽会に参加しよう

時間／ 9：30 ～ 11：30

「わいわい広場」

15 日（木）／保健師さんのお話を聞こう

　　　　　　　（冬にかかりやすい病気について）

　　　　　　　身体測定

「赤ちゃん広場（0 ～ 1 歳児）」

さくらんぼルーム（ひのきない保育園内）

48-2345　FAX 48-2525

　1 日（木）／発表会ごっこを楽しもう・身体測定

　8 日（木）／保育園のお友だちとあそぼう

　　　　　　　～仲良しになろう～

15 日（木）／クリスマスの飾りを作ろう

　　　　　　　～どんなのができるかな？～

時間／ 9：30 ～ 11：20

いちごルーム（角館保育園内）

53-2918　FAX 53-2919

　7 日（水）／クリスマスツリーを作ろう

☆角館児童館（旧角館保育園）で開催

22 日（木）／クリスマスを楽しもう

　　　　　　　（楽しみ会に参加する）

☆角館保育園　9：30 ～

時間／ 10：00 ～ 11：00

なかよしルーム（にこにこ保育園内）

47-2525　FAX 47-2323

　7 日（水）／健康チェック（保健師さんが来園

　　　　　　　します）・保育園であそぼう

14 日（水）／人形劇を見ましょう

21 日（水）／クリスマス会に参加しよう

時間／ 9：30 ～ 11：30

　子ども同士のふれあいやお母さん方の交流のため、健康管理セン

ターのホールを開放します。

　お子さんを自由に遊ばせる広場としてお使いください。

●日時／ 12日（月）、26日（月）　9：30～11：30
【問合せ】仙北市保健課　  55-1112

12月　おやこ交流広場

　10月1日号の広報でもお知らせしましたが、これまで受

け取っていた方も含め、中学校終了前までの子どもを養育

する全ての方は、市役所各窓口への申請をお願いします。

※公務員の方は、職場での手続きとなります。

●申請の際に持参いただくもの／

　 印鑑

　 受給申請者の保険証（仙北市の国民健康保険加入者

　　を除く）

　 受給申請者名義の預金通帳

　 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの子ど

　　もで、別居して監護し養育している場合は、その子

　　どもの属する世帯全員の住民票の写し

●申請期間／平成23年9月30日までに生まれた子どもに

　対する申請は、6カ月間の経過措置期間が設けられます

　ので、平成24年3月末までに申請すれば、10月分からの

　手当を受け取ることができます。

　　ただし、申請後に受給資格を審査してから支給となり

　ますので、平成24年2月10日支給分から受給するために

　は平成24年1月20日（金）までに申請してください。

中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ

10月から「子ども手当」が変わりました
申請をお忘れなく！！

【ご注意ください】
　以下の方は速やかに申請してください。

※経過措置の対象外で、3 月までに申請しても遡って受け

取れません。

10月以降に他の市町村から引越しされた方

10月以降に出生などにより、新たに養育する子どもが

　できた方

10月以降に出生などにより、養育する子どもが増えた方

※ 10 月以降に他の市町村から引越しされた方は、転出し

た日（転出予定日）の次の日から、10月以降にお子さんが

生まれた方は、お子さんが生まれた日の次の日から数えて

15日を経過するまでに必ず申請してください。

※原則として、請求のあった月の翌月分から支給となりま

すので、ご注意ください。

◆平成24年4月以降の制度については、決まり次第お知ら

　せします。

【問合せ】仙北市子育て推進課　家庭援護係　  43-2280

12月の

子育て
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